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（１）宅内排水設備工事の主な手続きの流れ

市が行う手続き 排水設備新設等の申請手続き

指定工事店への見積依頼
（施主）

施 工 業 者 の 決 定
（施主）

排水設備新設等の確認申請
（電子申請・紙申請）

確認の通知

計画の確認 ④ 工 事 着 手

確認後、排水設備新設等確認通知書で申請者へ通知

しますので、取りに来てください。

　　（変更する場合のみ）

⑤
確認を受けた事項の変更の
確 認 申 請 （ 紙 申 請 ）

※計画を変える前に相談してください。

確認の通知

変更計画の確認 変 更 工 事 着 手

⑥ 使 用 開 始 の 届 出

検　　　　査 ⑦ 工 事 完 了 検 査 の 申 請

③以降の手続きを、排水設備設置者に代行して、指定工事店が行うことになります。

③
※工事する前に確認を受けなければなり
ません。

※工事完了後10日以内に届出なければな
りません。

①

②
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（２）申請等の手順および必要書類一覧表

申　請　等　方　法　お　よ　び　必　要　書　類

電子申請 紙申請

「排水設備新設等確認申請」 ・排水設備新設等申請台帳 提出部数
下のURLから電子申請してください。 ・排水設備新設等確認申請書 各１部
https://logoform.jp/form/yuJH/1337850 ・排水設備工事費内訳書（確認申請）

・排水管管理表（確認申請）

排 水 設 備 新 設 等
の 確 認 申 請

https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kura
shi/gasgesui/1015032/1018684.html

〔添付書類〕 〔添付書類〕
・申請地付近の見取り図PDF ・申請地付近の見取り図
・必要事項を記載した平面図PDF ・必要事項を記載した平面図
・公図（地積測量図）PDF ・公図（地積測量図）
・その他必要書類PDF ・その他必要書類
　除害施設の構造、容量選定基準の資料 　除害施設の構造、容量選定基準の資料など
など ・確認申請提出書類チェックシート

・排水設備新設等確認申請書 提出部数
（紙提出のみ） ・排水設備工事費内訳書 各１部

確認を受けた事項 ・排水管管理表
の 変 更 の 確 認
申 請 〔添付書類〕
（注１） ・申請地付近の見取り図
（注２） ・必要事項を記載した平面図

・公図（地積測量図）
・その他必要書類

「公共下水道使用開始届出書」 公共下水道使用開始届出書　　 提出部数
使 用 開 始 の 届 出 下のURLから電子申請してください。 　※集合住宅等で水栓番号が複数ある 各２部
（注３） https://logoform.jp/form/yuJH/1317041 　　場合は、戸番図を添付してください。

  　

「排水設備等工事完了検査申請」 ・排水設備等工事完了検査申請書 提出部数
下のURLから電子申請してください。 ・排水設備工事費内訳書（完了） 各１部
https://logoform.jp/form/yuJH/450010 ・排水管管理表（完了）

工 事 完 了 検 査 の
申 請
（注４）

〔添付書類〕 〔添付書類〕
・必要事項を記載した平面図（竣工）PDF ・必要事項を記載した平面図（竣工）
・工事写真（施工前、施工中、完了）PDF
・その他必要書類PDF

・工事写真（施工前、施工中、完了）
・工事完了検査申請提出書類チェックシート
・その他必要書類

申請等手続きは、排水設備設置者に代行して、指定工事店が行います。
（注１）計画を変える前に相談してください。
（注２）排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない次の事項を変更しようとする場合は、あらかじめその旨を届け出ることをもって足りる。

１　汚水ますの蓋の据付け又は取替え
２　防臭装置その他排水設備に附属する装置の修繕工事

（注３）汚水を流し始めた日が、使用開始日になります。
（注４）工事完成後10日以内に届出なければなりません。

・③（⑤）で確認を受けた平面図、排水設
備工事内訳書

下のURL「（紙申請用）排水設備申請入
力フォーム」、「チェックシート（紙申請
用）」をダウンロードし、必要事項を記
入、印刷したのち必要書類を添付のうえ
窓口にて申請書を提出してください。

申請等手続き

③

⑦

⑥

⑤

※手順に従って、「（完了検査申請用）排
水設備logo入力フォーム」、「チェック
シート（完了検査申請時） 」をダウンロー
ドし、必要事項を記入したのちアップロー
ドしてください。

※手順に従って、「（確認申請用）排水設
備logo入力フォーム」、「チェックシート
（確認申請時） 」をダウンロードし、必要
事項を記入したのちアップロードしてくだ
さい。

③でダウンロードした、「（紙申請支援
用）排水設備申請入力フォーム」、
「チェックシート（紙申請用）」に必要事項
を記入、印刷したのち必要書類を添付
のうえ窓口にて申請書を提出してくださ
い。

※各々10MBを超えるファイルは添付で
きませんので圧縮して添付するか、紙で
提出してください。

※各々10MBを超えるファイルは添付で
きませんので圧縮して添付するか、紙で
提出してください。
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（３）申請書類作成における注意事項

全般）

(1) 書類の作成にあたっては、内容等を施主によく納得してもらったうえで行って下さい。

(2) 各種申請書は、電子申請の場合はlogoフォーム内、「入力フォーム（最新のもの）」をダウン

ロードして作成してください。

紙申請の場合は市ホームページの「入力フォーム（最新のもの）」をダウンロードして作成

するよう努めてください。

(3) 必要事項の記入漏れや計算間違えが無いか確認のうえ提出して下さい。

(4) 見取図、平面図は、日本下水道協会山口県支部発行の「排水設備工事責任技術者講習会テキ

スト」の記載例を参考にしてください。

確認申請）

(5) 排水設備工事は、市が内容を確認し、「排水設備新設等確認通知書」により通知した日以降で

なければ着手できません。

(6) 申請された「設備場所」については、受益者負担金が賦課されているかどうかを確認する必要

があるため、住居表示ではなく土地の地番（登記地番）を確認のうえ記入してください。

（土地の地番の例）：宇部市大字○○字○○番○○

（住居表示の例）：宇部市○町○丁目○－○→（土地の地番は：宇部市○町○丁目○○○番）

(7) 設備場所の水栓番号があらかじめわかっている場合は申請時に記入して下さい。

(8) 平面図の記載については、別紙の記載例を参照し、見やすい図面の作成をお願いします。

特に、各延長間の勾配を算出するうえで「排水管管理表」には、誤りがないことを十分に確認

してください。

また、各排水設備の図示については、必ず「記号凡例」に基づいて記入されますようお願しします。

(9) 除害施設（グリース阻集器、オイル阻集器、ヘヤ阻集器等）の設置が必要な場所については、

確認申請時に、除害施設設置届出書を提出して下さい。

※除害施設設置届出書には、以下の資料も併せて添付してください。

①除害施設の構造、性能を示す仕様書の写し

②設置する除害施設（グリース阻集器、オイル阻集器）の容量選定基準の資料

使用開始届出）

(10) 汚水を流し始めたら、速やかに「公共下水道使用開始届出書」を提出してください。

汚水を流し始めた日が、「公共下水道使用開始届出書」における使用開始日になりますので、

必ずしも完成日と使用開始日が同じになるとは限りません。
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工事完成検査申請）

(11) 工事の完了後は、完了した日から１０日以内に「排水設備等工事完了検査申請書」を提出して

下さい。

(12) 平面図（竣工）は、確認を受けた図面とは別に新しく作成し、確認を受けた図面とともに提出して

ください。

(13) 工事写真（同一方向から施工前・施工中・施工後の状況を撮影）を必ず添付して下さい。施工

状況については写真上での確認となりますので、別添の写真撮影見本を参考にして下さい。

また、浄化槽の切替工事の場合は浄化槽の処理状況（消毒、撤去等）がわかる写真を添付して

さい。

(14) 除害施設（グリース阻集器、オイル阻集器、ヘヤ阻集器等）は、必ず、内部を確認できる写真を

添付してください。

(15) 責任技術者の方は、排水設備等工事完了検査申請書を提出する前に必ず現場と作成した

平面図（竣工）、排水管管理表（竣工）等の整合性、計算ミス等が無いか確認し、「工事完了

検査申請提出書類チェックシート」を添付して提出してください。

現地検査）

(16) 工事の完了検査につきましては、基本的に市と指定工事店と施主の３者立会いのもとで行い

ます。

担当職員から日時、時間帯等を各指定工事店に連絡させていただきますので、できるだけ調整

を図ってください。また、施主への連絡もあわせてお願いします。
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東

西 － －

楠

住所 第 号

氏名

℡ 第 号

宇部市

8 年 4 月 1 日

● ✓ 新設 増設 改築　 建替

● 水洗便所の形態 ✓ 新設 増設
単独

浄化槽
合併

浄化槽

✓ 希望無し   希望有り 金融機関 支店名：

令
和 8 年 4 月 20 日 ～

令
和 8 年 6 月 20 日 迄

✓ 水道 井戸　 その他 （ ）

家事 ✓ 事業※

㎡ ✓

✓ 非該当 特定事業場

　　　㎡ 　排水戸数 戸

円 円

年 月 日

第 号

年 月 日

第 号 第 号

着　手 年 月 日

完了申請 年 月 日

使用開始 年 月 日

完了検査 年 月 日 第 号

□ 物件設置 □ 開発（開発番号　　　　　　　　－ □ 購入者負担 □ 業者負担）

□ 取付管 □ 宇 部 市 施 工 □ 物件設置 □

□ 昭和 □ 平成 □ 令和 年 （改築 年） □ 合流 □ 分流

年 年度

宇部市〇〇町〇丁目〇番〇号

宇部　太郎 排　水　設　備　番　号

０８３６-〇〇-○○○○

排水量５０ｍ３／日以上

ラーメン屋

家事 と 事業※
総床面積

(小数点1位)
除害施設設置有

特 定 事 業 場 等

利 子 補 給 制 度

予 定 工 事 期 間

使 用 水 の 種 類 水道・井戸併用

使 　用 　目 　的 事業概要
※のみ記入

業種名

様式第１号の２（第７条関係）

排 水 設 備 新 設 等 申 請 台 帳
排  水  設  備  設  置  者 水 栓 番 号

申　 請 　区 　分
排水設備 その他（取付管）

汲取便所の改造

施　　　　　　　工　　　　　　　場　　　　　　　所

常盤町〇丁目〇番〇号

　※　法務局の分間図等に記載された請求部分の所在と施工する土地の地番を記入してください。

申 　　 請  　　日 令和

実　施 精　算

排水設備
工事費 473,000 0

利 　用 　状 　況 敷地面積 1

区　分 決裁 課長 副課長 係長 係員

受　付
令和 　指定工事店名

〇〇設備(株)
確　認

令和

0

実　施
別添排水設備工事費内訳書による

精　算
施 工 ヶ 所 内 訳

別 紙 平 面 図 参 照

□ 設置無（新設） □ 設置有
及び整備状況 個人施工取付管

宇部市指定(登録)番号 〇〇〇
令和 　責任技術者

令和
氏名 山口　県太

令和

年 □ 課
賦課予定

接続する本管の状況

負担金賦課状況 □ 未賦課
猶予 保留

□ 賦課済

令和 責任技術者番号 〇〇〇〇
公共汚水ますの設置状況

公図のと おり に記載

連動



様式第１号（第７条関係）

年 月 日

宇部市長　　      　　　様

  （ ）

一般家庭用汚水 雨　　水

（ ）

年 月 日

年 月 日

＠

○分間図　○その他必要な図面

宇部市下水道条例の内容に合意し、下記のとおり排水設備等の計画の確認を申請します。

排 水 設 備 新 設 等 確 認 申 請 書

令和 8 4 1

増　設 改　築

   その他

排水設備設置者

住 所 宇部市〇〇町〇丁目〇番〇号

氏 名 宇部 太郎 ℡ ０ ８ ３ ６ -〇〇-○○○○

※　申請者に確認させていただく場合がありますので、電話番号（携帯可）を記入してください。

施 工 場 所
宇部市 常盤町〇丁目〇番〇号

※　法務局の分間図等に記載された請求部分の所在と施工する土地の地番を記入してください。

変　更 建　替
申 請 区 分 〔

新　規
〕

新　設

排除汚水の性質
事業用汚水 汚水の種類

予 定 排 水 量 一日平均 ｍ
3

着工予定年月日
令
和

8 4 20

宇部市指定登録番号 第

完了予定年月日
令
和

8 6 20

e m a i l

備 考

【添付書類】○申請地付近の見取図 ○土地・建物の状況を示す平面図及び排水設備計画図

〇〇〇 号

回答返信用
e-mail address

決 定 区 分 □ 認定する □ 認定しない 調査員

施 工 業 者

指定工事店名 〇〇設備(株)

連動

連動

連動

連動

連動

連動

連動

連動



排水設備工事費　内訳書
確認申請

項　目 単位 数量 備　考

掘削、埋戻し（砂含む）

①

衛生機材、阻集器等

（取付含む）

②

配管資材（マス含む）

③

配管布設工（マス含む）

④

アスファルト、コンクリート

取壊し及び復旧等

⑤

①＋②＋③＋④＋⑤

申請手数料含む

⑥

直接工事費＋⑥

給水工事も施工する場合

のみ金額を計上すること

排水工事費＋給水工事費

合計額の10％を計上

合計＋消費税

金　　　　額

土　工 式 １．０ 10,000

配管材 式 １．０ 100,000

排水機器材 式 １．０ 200,000

雑　工 式 １．０

布設工 式 １．０ 100,000

諸経費 式 １．０ 20,000

直接工事費 　 410,000

給水工事費 千円単位

排水工事費 千円単位 430,000

消費税 式 １．０ 43,000

合　計 430,000

総　計 473,000

７



排 水 管 管 理 表
確認申請

本線

地盤高
（ 天端高） 段差 深さ 内径 材・ 型

支線1

地盤高
（ 天端高） 段差 深さ 内径 材・ 型

1. 00 2. 0 
7 5. 00

9. 00 2. 0 
8 5. 00

8. 00 2. 0 
9 5. 00

ます

4. 530

4. 690

0 5. 00
1. 00 2. 0 

4. 250

4. 240

4. 270

4. 280
4. 310

4. 330

4. 350

1 5. 00
0. 50 2. 0 

2 5. 00
0. 50 

番
号

距離 勾配 管底高

0. 76

0. 75

0. 74

0. 73

2. 0 
3 5. 00

0. 50 2. 0 
4 5. 00

0. 50 2. 0 
5 5. 00

1. 00 2. 0 
6 5. 00

0. 72
0. 69

0. 67

0. 65

0. 47

0. 31

4. 220 0. 78

0. 03

4. 260

200
公共

汚水桝

150 90L

150 90Y

150 90Y

150 90Y

150 45YS

150 90Y

150 90Y

150 90Y

150 90L

番
号

距離 勾配 管底高
ます

2 5. 00 4. 250 0. 75 150 90Y
0. 50 2. 0 

10 5. 00 4. 260 0. 74 150 90L
10. 00 2. 0 

11 5. 00 4. 460 0. 54 150 90Y
10. 00 2. 0 

12 5. 00 4. 660 0. 34 150 90Y
1. 00 2. 0 

13 5. 00 4. 680 0. 32 150 90Y
1. 00 2. 0 

14 5. 00 4. 700 0. 30 150 90L



縮尺 ( 1 : 2,500 )
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6
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.
4
6

-
8
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7
5
0
.
3
7

-
8
4
7
5
0
.
3
7

位　置　図　　S＝１：２５００

港町一丁目

宇部市地方卸売市場

宇部中央消防局

下水道管理センター

東本町二丁目

施工箇所

13



〇〇設備( 株)

 宇部　 太郎　 邸

NO, 2

NO, 1

NO, 3
　 　 　 　 NO, 4　

 VU100　 2. 0/100　 L＝5. 00ｍ

 VU100　 2. 0/100　 L＝3. 00ｍ

NO, 5NO, 6

道路境界線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

道
路

境
界

線

 VU100　 2. 0/100　 L＝10. 00ｍ

 VU100　 2. 0/100　 L＝8. 00ｍ

 VU100　 2. 0/100　 L＝8. 00ｍ

 VU100　 2. 0/100　 L＝2. 00ｍ

VU75　

5. 00

5. 00

5. 00

5. 00

5. 00

5. 00

5. 00

3. 980

4. 700 0. 30

4. 660

4. 560

4. 500

4. 340

4. 180

0. 34

0. 44

0. 50

0. 66

0. 82

1. 02  150

 150

45Y

15

○

○○○

○

○ ○

○

○○

○

○○

（ ・

・ ・ ・

・

汚水管（ 赤色）

凡　 　 例

雨水管（ 青色）

通気管（ 緑色）

※既設は破線で表示



敷地を赤で囲む

16



様式第１２号（第２３条関係）

　宇部市長　様
　　　　

住所（所在地）　

氏名（名称及び代表者名）

電話　　　　　　（　　　　　　）

下記のとおり除害施設を 設　置　　 したいので、届け出ます。

から

まで

 ※排水設備番号

　　 電話  ※水栓番号

上記施設を設置し公共下水道を使用するにあたり、下記事項の遵守を誓約いたします。

1

2

　　　　　

3

　　　　　

4

ついて、市長が行う指導に協力します。

除害施設の設置された建築物を第三者に譲渡し、又は貸し付けるときは、当該建築物の
譲受人、賃借人等に誓約事項を継承させます。

宇部　太郎

除害施設の維持管理が適切に行われていることを確認するため、市長が必要と認めるとき
には、維持管理に関する資料の提出又は立入検査に協力します。

処 理 水 質
項 目

変更等の
理 　　由

別紙のとおり

所 在 地 常盤町〇丁目〇番〇号 竣工予定 令和8年6月20日

構 造 別紙のとおり

除害施設の処理水質が性能評定値に適合しない場合は、使用及び管理方法並びに改善に

※の欄は、記入しないでください。

2

誓約事項

　除害施設の取扱説明書の内容を熟知し、適切に使用及び維持管理をします。

除害施設設置（変更・休止・廃止）届出書

　　届　出　者

1

名 称 ○〇ラーメン 着工予定 令和8年4月20日

宇部市〇〇町〇丁目〇番〇号

０８３６-〇〇-○○○○

令和8年4月1日

 ※受　付

概 要
ステンレス製グリース阻集器

（型式を記入）
廃　　　止

休止期間

施 工 者
〇〇設備(株)

 ※収　受

11-1111



※下表の申請者チェック欄赤枠太枠内をマウスでクリックして、「済」等を選択してください。

申請者チェック欄 チェック項目 市チェック欄

済 排水設備新設等申請台帳（シート①）への入力
（施工場所は、土地の地番で記載されているか ）

済 排水設備新設等確認申請書（シート②）への入力

済 排水設備工事費　内訳書（シート③）への入力
（排水工事費、給水工事費は千円止めになっているか ）

済 排水管管理表（シート④）への入力
（ 土被り20cm以上になっているか ）

※ やむを得ない場合は理由・施主の了承について記載　　※該当する場合

有 除害施設設置（変更・休止・廃止）届出書（シート⑤）への入力

　※該当する場合

有 申請地付近の見取図の添付

（施工場所は着色されているか ）

有 平面図の添付
ok 　方位 、道路、境界及び公共下水道の施設の位置
ok 　施工地内にある建物及び使用器具（凡例にあるもの）、屋内管渠の管径の表記

　（ 大便器φ75 以上、器具トラップ記号など ）
ok 　屋外管渠の配置、管種、 管径の表記
ok 　管きょ延長（管径の120倍以下）
ok 　勾配（やむを得ない場合1％以上）

※ やむを得ない場合は理由・施主の了承について記載　　※該当する場合

ok 　ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置（ 阻集器等の名称 ）
ok 　雨水排水系統：青色（ 汚水への流入ないか ）

該当なし 　他人の排水設備を使用するときは、当該設備の位置　　※該当する場合
該当なし 　その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項　　※該当する場合

有 公図（耕地番）　※設置場所が山番を含む場合は、地積測量図の添付
（施工場所は着色されているか ）

該当なし その他必要な書類等の添付（特定施設設置届出書又は特定施設使用届出書等）
　※該当する場合

確認申請提出書類のチェックシート

既設No.3～8が1.0～1.2％は浄化槽の設置基準1.0％以上で埋設のため。
施主了承済み。



様式第３号（第８条関係）

年 月 日

宇部市長 様

- -

第 号

工　事　種　別 ✓
その他

（　取付管　）

6 10令和 7

排 水 設 備 等 工 事 完 了 検 査 申 請 書

指定工事店名 〇〇設備(株)

宇部市指定(登録)番号 第 〇〇〇 号

電話 0836 11 1111

下記の工事が完了したので、宇部市下水道条例第五条第一項により検査を申請します。

月 10 日 1

施 工 場 所 宇部市 常盤町〇丁目〇番〇号
※　法務局の分間図等に記載された請求部分の所在と施工した土地の地番を記入してください。

確 認 年 月 日 及 び 番 号 令和 7 年 4

排 水 設 備 設 置 者 宇部 太郎

給 水 装 置 番 号
( 水 栓 番 号 )

第 15000 号
※ 未定の場合は空欄

排 水 設 備 番 号 第 号
※ 検査職員記入欄

4 月 11 日

工 事 種 別 新　設 増　設 改　築 建　替

施　工
期　間

着工年月日 令和 7 年

8 日

月 25 日

完了年月日 令和 7 年 6 月

使 用 開 始 年 月 日 令和 7 年 6

日
※ 検査職員記入欄

備 考

排 水 設 備 検 査 年 月 日 令和 年 月

連動

連動

連動

連動



排水設備工事費　内訳書
完了

項　目 単位 数量 備　考

掘削、埋戻し（砂含む）

①

衛生機材、阻集器等

（取付含む）

②

配管資材（マス含む）

③

配管布設工（マス含む）

④

アスファルト、コンクリート

取壊し及び復旧等

⑤

①＋②＋③＋④＋⑤

申請手数料含む

⑥

直接工事費＋⑥

給水工事も施工する場合

のみ金額を計上すること

排水工事費＋給水工事費

合計額の10％を計上

合計＋消費税

配管材 式 １．０ 100,000

排水機器材 式 １．０ 200,000

金　　　　額

土　工 式 １．０ 10,000

諸経費 式 １．０ 20,000

雑　工 式 １．０

給水工事費 千円単位

布設工 式 １．０ 100,000

消費税 式 １．０ 43,000

直接工事費 　 410,000

総　計 473,000

排水工事費 千円単位 430,000

合　計 430,000



排 水 管 管 理 表
完了

本線

地盤高
（ 天端高） 段差 深さ 内径 材・ 型

流入 4. 420
流出 4. 440
流入 4. 440
流出 4. 450
流入 4. 450
流出 4. 460
流入 4. 460
流出 4. 470
流入 4. 470
流出 4. 480
流入 4. 510
流出 4. 530
流入 4. 530
流出 4. 550
流入 4. 550
流出 4. 730
流入 4. 730
流出 4. 890
流入 4. 890
流出
流入
流出
流入
流出
流入
流出
流入
流出
流入

支線1

地盤高
（ 天端高） 段差 深さ 内径 材・ 型

流入 4. 450
流出 4. 460
流入 4. 460
流出 4. 660
流入 4. 660
流出 4. 860
流入 4. 860
流出 4. 880
流入 4. 880
流出 4. 900
流入 4. 900
流出
流入

150 90Y
1. 00 2. 0 

14 5. 20 4. 900 0. 30 150 90L

150 90Y

10 5. 20 4. 460 0. 74 150

0. 34 150 90Y
1. 00 2. 0 

13 5. 20 4. 880 0. 32

10. 00 2. 0 
12 5. 20 4. 860

2 5. 20 4. 450 0. 75 150 90Y
0. 50 2. 0 

番
号

距離 勾配 管底高
ます

管底高

90L
10. 00 2. 0 

11 5. 20 4. 660 0. 54

0. 31 150 90L

0. 65 150 90Y
9. 00 2. 0 

8 5. 20 4. 730 0. 47

1. 00 2. 0 
7 5. 20 4. 550

150 90Y
8. 00 2. 0 

9 5. 20 4. 890

150 90Y
0. 50 2. 0 

5 5. 20
4. 480
4. 510

0. 03
0. 72
0. 69

150 45YS
1. 00 2. 0 

6 5. 20 4. 530 0. 67 150 90Y

150 90Y

1 5. 00 4. 440 0. 56 150

0. 74 150 90Y
0. 50 2. 0 

4 5. 20 4. 470 0. 73

0. 50 2. 0 
3 5. 20 4. 460

0 5. 00 4. 420 0. 58 200
公共

汚水桝
1. 00 2. 0 

番
号

距離 勾配 管底高
ます

管底高

90L
0. 50 2. 0 

2 5. 20 4. 450 0. 75



〇〇設備( 株)

 宇部　 太郎　 邸

NO, 2

NO, 1

NO, 3
　 　 　 　 NO, 4　

 VU100　 2. 0/100　 L＝5. 00ｍ

 VU100　 2. 0/100　 L＝3. 00ｍ

NO, 5NO, 6

道路境界線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

道
路

境
界

線

 VU100　 2. 0/100　 L＝10. 00ｍ

 VU100　 2. 0/100　 L＝8. 00ｍ

 VU100　 2. 0/100　 L＝8. 00ｍ

 VU100　 2. 0/100　 L＝2. 00ｍ

VU75　

5. 00

5. 00

5. 00

5. 00

5. 00

5. 00

5. 00

3. 980

4. 700 0. 30

4. 660

4. 560

4. 500

4. 340

4. 180

0. 34

0. 44

0. 50

0. 66

0. 82

1. 02  150

 150

45Y

15

○

○○○

○

○ ○

○

○○

○

○○

（ ・

・ ・ ・

・

汚水管（ 赤色）

凡　 　 例

雨水管（ 青色）

通気管（ 緑色）

※既設は破線で表示



19



20



21



22



23



※下表の申請者チェック欄赤枠太枠内をマウスでクリックして、「済」等を選択してください。

申請者チェック欄 チェック項目 市チェック欄

変更なし 排水設備設等工事完了申請書（シート⑥）への入力

済 排水設備工事費　内訳書（シート⑦）への入力
（排水工事費、給水工事費は千円止めになっているか ）

済 排水管管理表（シート⑧又は⑧(2)）への入力
（ 土被り20cm以上になっているか ）

※ やむを得ない場合は理由・施主の了承について記載　　※該当する場合

済 公共下水道使用開始届出書

該当なし 戸番表添付　　※該当する場合

有 平面図

ok 　方位 、道路、境界及び公共下水道の施設の位置
ok 　施工地内にある建物及び使用器具（凡例にあるもの）、屋内管渠の管径の表記

　（ 大便器φ75 以上、器具トラップ記号など ）
ok 　屋外管渠の配置、管種、 管径の表記
ok 　管きょ延長（管径の120倍以下）
ok 　勾配（やむを得ない場合1％以上）

※ やむを得ない場合は理由・施主の了承について記載　　※該当する場合

ok 　ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置（ 阻集器等の名称 ）
ok 　雨水排水系統：青色（ 汚水への流入ないか ）

該当なし 　他人の排水設備を使用するときは、当該設備の位置　　※該当する場合
該当なし 　その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項　　※該当する場合

有 工事写真（施工前、施工中、完了）

工事完了検査申請提出書類チェックシート

既設No.3～8が1.0～1.2％は浄化槽の設置基準1.0％以上で埋設のため。
施主了承済み。

※LOGO申請はこ の項目非該



様式第１１号（第２１条関係）

順路番号

※

専

共

専

共

※ ※

上記のとおり公共下水道の使用を（ ）したいので、届け出ます。

令和 年 月 日

宇部市長　様

1 　※欄は記入しないでください。
2

使用目的及び 人員

目　　的

人　　員

号)

検針の翌日 徴収月

 浴場用  その他

廃 止 ・ 再 開

〃
（ 集 合 住 宅 用 ）

開 始 ・ 休 止
日月年令和 7 6 25

用　栓　第

水道 用栓第 号～ 号

✓ 水道 井戸 その他

(散水栓

人

 家事  営業用✓

１ 日 予 定 排 水 量

7 6 10

（注）

開　始

宇部市〇〇町〇丁目〇番〇号

宇部　太郎

使用者 住 所

氏 名

電 話 ０８３６-〇〇-○○○○

　集合住宅の場合は使用者の欄に集合住宅名を記入してください。

公共下水道使用開始（休止・廃止・再開）届出書

設 置 場 所 宇部市 常盤町〇丁目〇番〇号

排 水 設 備 番 号 第 号0

号15000
汚 水 の 種 類
（ 一 般 用 ）

水 道 



戸　 番　 図

部屋番号 水栓番号 メ ータ ー口径 順路番号 排水設備番号 器番号 徴収月

101 112355287 20 φ

102 112355288 20 φ

103 112355289 20 φ

104 112355290 20 φ

201 112355291 20 φ

202 112355292 20 φ

203 112355293 20 φ

204 112355294 20 φ

○○アパート



様式第１０号（第１３条関係）

宇部市長　様

　　　　

第 号

㊞

○登記事項証明書（法人のみ）　○指定工事店証　○選任した責任技術者の責任技術者証

の写し

○登記事項証明書（法人のみ）　○指定工事店証　○経歴書　○代表者が破産手続開始の

決定を受けて復権を得ない者でないことを証する書類 (身分証明書： 本籍地で発行、外国籍

【添付書類】 ○登記事項証明書

ふ り が な

責 任 技 術 者

【添付書類】 ○選任した責任技術者の責任技術者証の写し　○雇用関係を証する書類の写し

ふ り が な

法 人 の 役 員

○固定資産物件証明書（建物登記簿謄本でも可）又は賃貸借契約書の写し

【添付書類】 ○住民票記載事項証明書、在留カード又は特別永住者証明書の写し

住 居 表 示
に よ る 変 更

【添付書類】 ○住民票記載事項証明書、在留カード若しくは特別永住者証明書の写し又は住居表示変更通知書

電 話 番 号

【添付書類】 ○なし

営業所所在地

【添付書類】 ○付近の見取図 ○営業所の平面図及び写真 ○登記事項証明書 ○指定工事店証

（登記事項証明書でも可）　○指定工事店証

住所（代表者）

旧 新

ふ り が な

商 号 （ 組 織 ）

【添付書類】

ふ り が な

氏名（代表者）

【添付書類】

の場合は申述書）　○契約書（個人）

異動事項

宇部市排水設備指定工事店異動届

年　　　　　月　　　　　日

指 定 （ 登 録 ） 番 号

指定工事店名（商号）

代 表 者 名



様式第４号（要綱第１７条及び第１８条関係） 
令和  年  月  日 

 
責 任 技 術 者    異 動 届 

 
山口県下水道協会会長 様 

 
責任技術者証番号 

 
氏 名           

 
新 指 定 
市 町 

 前 指 定 
市 町 

 

新住所 

〒 
 
 
ＴＥＬ         －      － 

旧住所 

〒 
 
 
ＴＥＬ         －      － 

ふりがな  ふりがな  

新 氏 名 
 

旧 氏 名 
 

新勤務先 

名 称 

前勤務先 

名 称 

所在地 所在地 

ＴＥＬ  －  － ＴＥＬ  －  － 

工 事 店 
登録番号 

第        号 
工 事 店 
登録番号 

第        号 

 
〔 添付書類 〕 

①住所又は氏名の変更の場合は、住民票又は住民票記載事項証明書、及び 
責任技術者証を添付してください。 

②指定市町に異動届を提出される際には、必ず責任技術者証をご持参ください。 
 
 



 

別 表 第 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

区 分  不 良 行 為 の 種 類  点 数  備 考  

１  正 当 な 理 由 な く 検 査 に 立 ち 会 わ な か

っ た と き 。  

15 点  規 則 第 １ ２ 条 第

２ 項 第 ９ 号  

２  工 事 の 手 直 し 、 完 工 図 書 の 訂 正 等 完

工 検 査 の 際 の 指 示 事 項 に 対 し 、 市 長

の 指 定 す る 期 間 内 に 必 要 な 処 置 を し

な い と き 。  

30 点  規 則 第 １ ２ 条 第

２ 項 第 １ ０ 号  

３  正 当 な 理 由 な く 工 事 の 申 し 込 み を 拒

否 し た と き 。  

30 点  規 則 第 １ ２ 条 第

２ 項 第 １ 号  

４  瑕 疵 担 保 期 間 内 に お い て 工 事 の 瑕 疵

に 起 因 す る 不 具 合 が 生 じ た 場 合 に 、

そ の 補 修 に 応 じ な い と き 。  

30 点  規 則 第 １ ２ 条 第

２ 項 第 １ １ 号  

５  工 事 完 了 日 か ら １ ０ 日 以 内 に 排 水 設

備 等 工 事 完 了 検 査 申 請 書 を 提 出 し な

か っ た と き 。  

45 点  条 例 第 ５ 条 第 １

項  

６  公 共 下 水 道 使 用 開 始 届 の 提 出 を し な

か っ た と き 。  

45 点  条 例 第 ９ 条 第 １

項  

７  計 画 確 認 を 受 け な い で 工 事 を 行 っ た

と き （ 緊 急 に よ り 、 事 前 に 担 当 部 署

に 連 絡 が あ っ た と き 及 び 軽 微 な 変 更

に 係 る 工 事 を 行 っ た と き を 除 く 。）  

75 点  規 則 第 １ ２ 条 第

２ 項 第 ８ 号  

８  雨 樋 等 の 雨 水 が 汚 水 管 に 接 続 さ れ て

い た と き （ 下 水 道 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法

律 第 ７ ９ 号 ） 第 １ ０ ０ 条 た だ し 書 き

に 該 当 す る も の を 除 く 。）  

75 点  条 例 第 ３ 条 第 １

項  

９  指 定 の 効 力 の 停 止 期 間 中 に 新 た な 工

事 を 行 っ た と き 。  

150 点  条 例 第 ６ 条 第 １

項  

１ ０  そ の 他 条 例 、 規 則 等 に 違 反 す る と き

及 び 市 長 の 要 請 に 対 し て 正 当 な 理 由

な く 協 力 し な い と き 。  

150 点

以 下  

区 分 １ ～ ９ の 点

数 に 準 じ て 決 定

す る  

 

別 表 第 ２ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

処 分 の 種 類  点 数  備 考  

３ ０ 日 間 の 指 定 の 停 止  150 点   

９ ０ 日 間 の 指 定 の 停 止  200 点   

１ ８ ０ 日 間 の 指 定 の 停 止  250 点   

指 定 の 取 消 し  300 点   

 



別 表 第 ３ （ 第 ８ 条 関 係 ）  

違 反  

項 目  

無 届 工 事 を し た 場 合  条 例 ・ 規 則 等

に 違 反 し た 場

合  

指 定 工 事 店 に 属 さ な い

責 任 技 術 者  

指 定 工 事 店 に 属 す る

責 任 技 術 者  

１ 回 目  文 書 警 告  文 書 警 告  文 書 注 意  

２ 回 目  業 務 の 禁 止  
３ ０ 日 間 の 業 務 一 時

停 止  
文 書 警 告  

３ 回 目  ―  
１ ８ ０ 日 間 の 業 務 一

時 停 止  

３ ０ 日 間 の 業

務 一 時 停 止  

４ 回 目  ―  業 務 の 禁 止  
９ ０ 日 間 の 業

務 一 時 停 止  

５ 回 目  ―  ―  
１ ８ ０ 日 間 の

業 務 一 時 停 止  

６ 回 目  ―  ―  業 務 の 禁 止  

注 １ ） 無 届 工 事 と は 、 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 に 違 反 し た 工 事 を い う 。  

注 ２ ） 上 記 に 係 る 様 式 に つ い て は 、 宇 部 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 不 良 行 為

の 処 分 に 関 す る 事 務 取 扱 要 綱 に 準 じ て 行 う 。  

注 ３ ） 責 任 技 術 者 が 同 一 時 期 に 複 数 の 違 反 行 為 を 行 っ た 場 合 、 当 該 複 数 の

違 反 行 為 は １ 回 と み な す 。  

注 ４ ） 上 記 に 規 定 し た 違 反 回 数 は 、 当 該 責 任 技 術 者 の 登 録 の 有 効 期 間 中 加

算 す る も の と す る 。 た だ し 、 処 分 の 通 知 又 は 処 分 が 終 了 し た 日 か ら

１ 年 間 、 当 該 責 任 技 術 者 が 違 反 行 為 を 行 わ な か っ た と き は 、 当 該 責

任 技 術 者 の 違 反 回 数 は 消 滅 す る も の と す る 。  

注 ５ ） 業 務 の 一 時 停 止 期 間 中 に 違 反 行 為 が あ っ た 場 合 に は 、 こ れ に よ る 違

反 回 数 に 応 じ た 処 分 期 間 に 、 当 該 一 時 停 止 期 間 の 残 存 期 間 を 加 算

す る も の と す る 。  

注 ６ ） 処 分 を 行 お う と す る と き は 、 あ ら か じ め 聴 聞 又 は 弁 明 の 機 会 を 付 与

す る も の と す る 。  

注 ７ ） 業 務 の 禁 止 に つ い て は 、 そ の 通 知 を し た 日 か ら ２ 年 間 と す る 。 た だ

し 、 当 該 禁 止 期 間 中 に 違 反 行 為 が あ っ た 場 合 に は 、 さ ら に 処 分 の 残

存 期 間 に ２ 年 を 加 算 す る も と と す る 。  

注 ８ ） 処 分 の 期 間 が 、 当 該 責 任 技 術 者 の 登 録 の 有 効 期 間 満 了 時 に 継 続 さ れ

る と き は 、 当 該 処 分 の 残 存 期 間 は 、 継 続 さ れ た 登 録 の 有 効 期 間 に 引

き 継 ぐ も の と す る 。  

 


